
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 防災体制 



【目次】 

概要 

６－１ 自主防災組織の現況 

６－２ 鳥取県防災行政無線等の施設 

６－３ 鳥取県防災行政無線通信系統図 

６－４ 鳥取県防災行政用移動系無線局配備状況 

６－５ 震度観測点一覧 

 



■鳥取県の防災対策 

 

鳥取県では、災害に強い鳥取県を作るため、平時には、災

害時に速やかな対応ができるよう地域防災計画、企業との協

定締結等の作成、防災行政無線、衛星携帯電話の整備、 発

災を想定した訓練、現地での実動訓練、防災フェスタの実施、

地図を用いた図上訓練などを行っており、また、災害に備え、

２４時間２名以上が待機している。 

 災害時には、職員が登庁し、災害対策本部（本部長：知事）

の設置、ヘリコプター等による被害状況の収集、自衛隊への

災害派遣要請、近隣府県との応援、避難者へ物資や簡易設備

の提供、備蓄品や調達品の提供、トイレや仮設住宅の設置等

の対策を行っている。また平常時においても、メディア、Ｈ

Ｐ及びあんしんトリピーメールを活用し県民へ安心安全情

報の発信を行っている。 

 

＜県危機管理局の組織（R4.4.1 現在）＞ 

     

  危機管理政策課  総務担当 

   ― 企画担当 

知事    広域防災担当 

     

危機管理局長 危機対策・情報課   

原子力安全対策監  

 

 
 

 

   

原子力安全対策課 

 
 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

消 防 防 災 課   

    消防防災航空セン

ター 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

消防学校 

  

     

 

 

 

＜県危機管理局の変遷＞ 

平成11年7月 防災専門職の防災監が設置された。 

平成12年4月 消防防災課が消防課と防災危機管理室に分か

れた。 

平成13年4月 防災危機管理室が防災危機管理課と名称を改

めた。 

防災監及び両課が知事直属の組織となった。 

平成20年4月 チーム制を導入し、防災チーム・危機管理チ

ーム・消防チームの３チーム体制となった。 

消防防災航空室が消防チームの所管となり、

消防防災航空センターと名称を改めた。 

平成23年4月 

 

チーム制を廃止し、防災課、危機管理課、消

防課の３課体制となった。 

平成23年7月 危機管理体制の強化を図るため、防災局を危

機管理局とし、危機管理政策課、危機対策・

情報課、消防防災課の３課体制とした。 

危機対策・情報課内に災害情報センターを置

いた。 

平成24年4月 原子力安全対策体制の強化を図るため、危機

対策・情報課内に原子力安全対策室を設置し

た。 

平成25年4月 原子力安全対策体制の更なる強化を図るた

め、原子力安全対策監（次長級）を置き、ま

た、原子力安全対策室が原子力安全対策課に

昇格した。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

消防・地域防災力 

担当 

保安担当 

 

 

防災対策担当 

安全対策担当 

調整担当 

危機管理・訓練担当 

災害情報センター 

情報システム管理担当 



■令和５年度に行った主な事業等 
 

（危機管理政策課） 

（１）防災・減災のための事前伐採・倒木緊急除去推進事業 

＜概要＞ 

 災害時の停電・孤立対策を講じるため、台風・大雪等

により倒木し停電等を引き起こす恐れのある危険木に

ついて、市町村、電力等事業者と連携し、事前伐採を実

施する。 

＜事業の実施状況＞ 

○倒木被害防災・減災対策連絡会の設立 

 県、市町村、森林組合、事業者による「倒木被害防災・

減災対策連絡会」を５月 16 日に設立、関係機関で連携

して防災・減災対策を進めた。 

＜構成機関＞ 

鳥取県、県内市町村、県内森林組合、中国電力ネットワ

ーク株式会社、ＮＴＴ西日本株式会社鳥取支店 

＜実施内容＞ 

倒木発生時の緊急対応体制の構築、倒木被害を減少させ

るための減災対策の推進 

○事前伐採実施箇所候補の調査 

 関係機関が保有する過去の倒木データを基にした、倒木

が発生し孤立が懸念される箇所や令和５年１月の大雪

で孤立が発生した箇所等、事前伐採実施箇所候補につい

て、圏域ごとに関係者合同で現地調査等により状況を把

握した。 

○危険木等事前伐採推進事業補助金による支援 

台風や大雪等による倒木に起因する孤立集落、停電及び

通信障害等の発生を未然に防止するため、森林内等にお

ける危険木等の事前伐採を推進する市町村を補助金で

支援した。 

＜補助対象事業＞ 

危険木等の事前伐採に要する費用 

（１）危険木等：以下のア～ウをすべて満たすもの 

ア 災害・枯損・過度な成長等により倒伏等の危険

性が高い木竹であること 

イ 倒伏により道路・公共施設・河川・電気設備・

情報通信施設に影響を及ぼし、孤立集落・停電・

通信障害の発生など住民生活へ大きな影響を及

ぼす恐れがあること 

ウ 国・地方公共団体・公共的団体が管理するもの

でないこと 

（２）事前伐採：危険木等の予防的な伐採・搬出・処分 

 ＜活用実績＞ 

12市町 40箇所 

（危機対策・情報課） 

（１）国民保護のための緊急時即応能力強化事業 

＜概要＞ 

自然災害、大規模事故及び国民保護事案等、各種の危機

事案に対する体制整備を図るとともに、それらの事案発生

に備え防災関係機関との連携を強化する。 

（１）危機管理体制の整備・強化 

ア 全庁的な危機管理体制の構築（危機事案発生時に

おける危機管理対応指針に沿った迅速な初動対応

の実施など） 

イ  危機管理関係機関情報交換会・実務者会議の開催

（県と防災関係機関の顔の見える関係の構築） 

（２）国民保護事案への対処能力の向上 

ア  国民保護事案（テロ対策等）を想定した国民保護

訓練の実施 

イ  国民保護計画の変更・国民保護協議会の設置（国

の基本指針の修正を踏まえた鳥取県国民保護計画

の変更等） 

ウ  国民保護講座の開催（住民、県職員向けの普及啓

発） 

（３）自衛隊員募集等事務 

自衛隊法に基づく法定受託事務として、県が自衛官

の募集に関する事務の一部を実施（県民への周知、市

町村担当との調整等） 

（４）新型コロナウイルス感染症対策本部会議の開催に要

する経費 

（５）課の標準事務費を集約（情報システム管理運営に係

る事務的経費を含む） 

＜事業の実施状況＞ 

項目 実施の状況 

鳥取県版シェ
ルター確保に
向けた総点検 

県の「緊急一時避難施設」として未指
定の公共施設や、民間施設（大規模商
業施設や銀行等）の施設数等を洗い出
す総点検の実施及び業界団体等との
調整を行った。 

ミサイル発射
を想定した住
民避難訓練 

児童・学生、民間企業、市職員等を対
象に、県内９か所で訓練を実施。うち
６か所は新聞・テレビ報道に取り上げ
られた。訓練には、延べ約360人が参
加した。 

ミサイル発射
時の避難行動
に係る県民へ
の普及啓発 

「弾道ミサイル落下時の避難行動に
係る普及動画」を製作し、鳥取動画チ
ャンネル（県公式YouTube）へ掲載す
る等、県民への普及啓発を推進した。 



（原子力安全対策課） 

（１）原子力防災対策 

＜概要＞ 

「鳥取県地域防災計画（原子力災害対策編）」（災害対策基

本法第４０条に基づき作成）等に基づき、中国電力株式会

社島根原子力発電所（以下「島根原発」という。）及び国

立研究開発法人日本原子力研究開発機構人形峠環境技術

センター（以下「人形峠センター」という。）における原

子力防災対策を実施することにより、県民の安心安全を図

る。 

＜事業の実施状況＞ 

ア 島根原発に係る原子力防災対策の充実 

  境港市から西方約１７k m の地点にある島根原発に係

る原子力災害に備え、県民の安全確保及び周辺環境の保

全を図るため平成２４年９月の原子力災害対策特別措

置法の改正等により、境港市全域及び米子市の一部が島

根原発に係るＵＰＺ（緊急防護措置準備区域（概ね３０

k m 圏））に位置付けられていることを踏まえ、原子力

防災対策の一層の充実を図った。 

（ア）原子力防災連絡会議 

島根・鳥取両県及び島根原発周辺３０km 圏６市（米

子市、境港市、松江市他）の防災関係の部長級職員等で

構成する「原子力防災連絡会議」において、島根原発に

係る防災体制について協議し連携して対応を行った。 

日程 議題 

令和６年 

３月２７日 

・原子力防災連絡会議設置要項改正につ

いて 

・令和５年度原子力防災の取組について 

（イ）島根地域原子力防災協議会作業部会 

鳥取県・島根県及び関係市の担当課長や関係省庁の担

当者等で構成する島根地域原子力防災協議会作業部会

において、国や島根地域の原子力防災に関する取組につ

いての共有や今後の進め方等について確認した。 

作業 

部会 

日程 議題 

第３５回 
令和５年 

５月１２日 

・令和４年度 原子力防災

訓練について 

・令和４年度 原子力防災

に関する取組について 

イ 訓練 

（ア） 島根原発原子力防災訓練（島根県等との合同） 

島根原発の事故を想定した訓練を２県６市合同で実

施し、対応能力の向上を図った。 

実施

日時 

○令和５年１０月１９日（木） 

８：３０～１５：００（図上訓練） 

○令和５年１１月 ４日（土） 

８：３０～１５：００ 

（原子力防災支援基地運用等訓練） 

○令和５年１１月 ５日（日） 

８：３０～１６：００（実動訓練） 

主催 鳥取県、米子市、境港市、島根県、松江市、

出雲市、安来市、雲南市 

実施

場所 

鳥取県庁、米子市役所、境港市役所、鳥取県

原子力環境センター、島根原発 他 

参加

者 

鳥取県内参加者 ２７機関、約８００名（う

ち、住民２２３名） 

参加

機関 

鳥取県、鳥取県警察本部、米子市、境港市、

内閣府、中国地方整備局、鳥取地方気象台、

自衛隊鳥取地方協力本部、中国電力株式会

社、島根県、松江市、出雲市、安来市、雲南

市 他 

訓練

想定 

島根県東部を震源とした地震が発生し、その

後島根原発２号機において、送電線事故によ

り外部電源が喪失し、非常用炉心冷却装置等

による原子炉への注水を実施する。しかし、

非常用炉心冷却装置等に設備故障が発生し、

同装置等による原子炉への全ての注水が不

能となり、全面緊急事態となる。 

鳥取県では、災害対策本部を設置し、屋内退

避等の防護措置を実施する。 

主要

訓練

項目 

①災害対策本部の立上げ・運営 

②避難に係る情報伝達及び避難退域時検査

会場の設置・運営 

③原子力防災支援基地の運用 

訓練

内容 
①本部等運営訓練（初動対応訓練） 

②緊急時モニタリング訓練 

③広報・情報伝達訓練 

④原子力防災支援基地運用等訓練 

⑤住民避難訓練（米子市富益公民館区、境港

市外江・渡。避難行動要支援者を含む） 

⑥避難退域時検査等訓練 

⑦避難支援ポイント設置・運営訓練 

⑧県営広域避難所開設訓練 

⑨避難行動要支援者避難訓練（高齢者施設） 

⑩原子力災害医療活動訓練（県立中央病院） 

⑪原子力災害医療活動訓練（安定ヨウ素剤の

配布） 

⑫避難誘導、交通規制等訓練 

⑬避難経路確保訓練 

その

他 
鳥取県単独機能別訓練を実施 

８月２３日：船舶避難訓練 

７月９日、１１月２８日、２月１８日：避難

先及び避難経路確認訓練 

１１月２４日～２５日：避難退域時検査用資



機材支援訓練（岐阜県） 

 

（イ）人形峠センター原子力防災訓練 

人形峠センターの事故トラブルへの対応能力向上を

図るため、岡山県と合同で訓練を実施した。 

実施

日 

令和５年 ９月 ７日（木） 

９：００～１２：００ 

（機能別訓練 ※鳥取県単独） 

令和５年１１月１４日（火） 

９：３０～１０：３０ 

（図上訓練 ※岡山県と合同） 

令和５年１１月１７日（金） 

１０：００～１６：００ 

（図上訓練 ※岡山県と合同） 

主催 鳥取県、岡山県 

実施

場所 

鳥取県庁、三朝町総合スポーツセンター、鳥

取県原子力環境センター、鳥取県中部総合事

務所 他 

参加

者 

鳥取県内参加者 約７５名（うち、住民７名

） 

参加

機関 

鳥取県（危機管理部、原子力環境センター、

環境立県推進課、中部総合事務所）、鳥取県

警、三朝町、鳥取中部ふるさと広域連合消防

局、岡山県、鏡野町、原子力規制庁上齋原原

子力規制事務所、人形峠センター 等 

訓練

想定 

人形峠センター内のウラン濃縮原型プラン

ト第１貯蔵庫(核燃料物質加工施設)において

、床面の塗装作業中に火災が発生。拡大した

火災により、六フッ化ウラン（ＵＦ６）を格

納したシリンダが過熱され破損。シリンダか

らＵＦ６が漏えいし、その漏えい量が原子力

災害対策特別措置法第１０条に規定する量

に達し、施設敷地緊急事態に発展することを

想定。内部被ばくのおそれのある負傷者が発

生。 

主要

訓練

項目 

・初動段階から災害対策本部運営段階におけ

る防災関係機関の活動、相互連携手順の確

認検証。 

・事象進展に応じた情報収集項目、情報発信

内容及び情報整理方法の手順確認並びに

各機関との情報共有方法の確認及び習熟。 

・原子力防災資機材等の操作方法の習熟。 

訓練

内容 

①災害対策本部等運営訓練（県庁・中部総合

事務所・三朝町役場） 

②オフサイトセンター訓練（上齋原オフサイ

トセンター） 

③緊急時モニタリング訓練（原子力環境セン

ター、中部総合事務所、三朝町総合スポー

ツセンター） 

④資機材等展開訓練（機能別訓練）（三朝町

総合スポーツセンター） 

⑤原子力災害医療活動訓練（ホールボディカ

ウンター車による内部被ばく検査） 

（三朝町総合スポーツセンター） 

⑥避難所開設訓練（三朝町総合スポーツセン

ター） 

 

ウ 研修・普及啓発 

事業名 概要 

原子力

防災研

修 

県内の防災業務関係者が、放射線や原子力防

災に係る専門的知識の習得、放射線測定器の

操作や災害応急対策活動など緊急時の対応

等について学ぶとともに、原子力災害現地対

策本部図上演習等の国等主催の原子力防災

研修に参加した。 

原子力

防災講

演会 

放射線や放射線防護などについて学び、県民

に原子力災害時に適切な対応や行動をとっ

ていただくために、県民を対象とした原子力

防災講演会を開催した。 

【実施状況】 

①令和５年８月２６日（土）場所：境港会場

（みなとテラス中会議室）参加者：２８名 

②令和５年８月２７日（日）場所：米子会場

（米子市立図書館）参加者：２０名 

放射線

研修会 

県民、東部・中部地域の市町や県の職員等を

対象とした放射線の防護等に関する研修会

を市町と連携し、開催した。 

【実施状況】 

①令和５年１０月１６日(月) 場所：鳥取県

立図書館 参加者：６３名 



②令和５年１０月１７日(火) 場所：エキパ

ル倉吉 参加者：１５名 

原子力

防災現

地研修

会 

（見学

会） 

原子力発電についての正しい知識と防災・安

全対策などについて県民の方に知っていた

だくため、原子力防災現地研修会（島根県原

子力防災センター及び島根原発の見学会）を

開催した。 

【実施状況】 

①令和５年 ６月２０日（火） 参加者：３名 

②令和５年 ７月３０日（日）、８月６日(日) 

参加者：９８名 

③令和６年 ３月１５日（金） 参加者１０名 

原子力

防災ハ

ンドブ

ックの

作成・

配布 

・「原子力防災ハンドブック（令和６年版）

」の作成 

原子力災害時における情報の入手方法、屋内

退避、避難時の注意点等を中心に、住民の方

々が万が一の場合に使用するという視点で

内容を充実させた。緊急時の対応の他、日頃

の備え、放射線の基礎知識等を掲載し、県下

全戸に配布した。 

・「とっとりの原子力防災２０２４」の作成 

原子力防災対策、安全対策に関する取組状況

をまとめ、県の取組の透明性の確保に繋がる

ことを目的として作成し、市町村及び防災関

係者等へ配布した。 

※上記冊子については、県ＨＰで公開してい

る。 

原子力

防災ア

プリ 

モニタリングなどの原子力防災に関する情

報や避難経路や避難所等の住民避難に必要

な各種情報を提供するスマートフォン用の

アプリを運用した。 

ダウンロード数：６，９８９件（令和６年３

月末日現在） 

 

エ 原子力防災資機材の整備・保守〔島根原発・人形峠セ

ンター〕 

原子力防災及び原子力災害発生時の応急対策のために

必要な資機材等の整備、保守管理等を実施した。 

【主な内容】 

・個人線量計・サーベイメータ・防護服等原子力防護資機

材の維持管理、緊急時に関係機関と TV 会議等を行う原

子力防災ネットワークシステム等の保守管理等を行っ

た。 

・内閣府は道府県の原子力関連資機材情報を統一的に管理

する「原子力防災資機材総合管理システム（ＮＥＭＳ）」

を導入しており、本県もＮＥＭＳを活用して適切な資機

材管理を行った。 

・原子力災害時避難円滑化モデル実証事業として整備・改

修した道路監視カメラシステムや道路情報表示板等の

維持管理を行った。 

 

オ 原子力防災支援基地の整備 

避難退域時検査会場用資機材を一括管理し、緊急時には

検査会場へ資機材を迅速に輸送・展開し、速やかな検査会

場の開設を行うことにより、原子力災害時における避難の

円滑化を図るため、原子力防災支援基地（２か所）及び必

要な資機材の整備を進め、令和４年に運用を開始した鳥取

基地（鳥取市松原地内）に引き続き、江府基地（江府町美

用地内）を令和５年１１月２１日に運用を開始した。 

【原子力防災支援基地の概要】 

 鳥取県東部（鳥取基

地） 

鳥取県西部（江府基

地） 

位置 鳥取市松原地内（山陰

道「吉岡温泉ＩＣ」近

接） 

江府町大字美用（国

道482号付近。「江府

町防災基地」近接） 

構造 

面積 

鉄骨平屋建 ６９３

㎡ 

(２２．０ｍ×３１．

５ｍ) 

鉄骨平屋建 ４６３

㎡ 

(１７．４ｍ×２６．

６ｍ) 

収容量 避難退域時検査２会

場分の資機材を保管

(１０ｆｔコンテナ：

１８基) 

避難退域時検査１会

場分の資機材を保管

(１０ｆｔコンテ

ナ：９基) 

その他 山陰道、国道９号線沿

いの避難退域時検査

会場への対応用 

米子道、国道181号

線沿いの避難退域時

検査会場への対応用 

備考 令和４年１２月運用

開始 

令和５年１１月運用

開始 

 

カ 補助事業 

 三朝町の原子力防災に係る携帯電話の維持・管理費につ

いて補助金（国１０／１０）を交付した。 

 



（２）原子力安全対策 

＜目的＞ 

鳥取県地域防災計画（原子力災害対策編）等に基づき、

島根原発及び人形峠センターにおける原子力安全対策に

必要な事業を実施することにより、県民の安全安心を図る。 

 

＜事業の実施状況＞ 

ア 島根原子力発電所への対応 

住民の安全・安心を確保するため、境港市から西方約１

７kmの地点にある島根原発の安全性確保について、より一

層の向上を求めた。 

（ア）「島根原子力発電所に係る鳥取県民の安全確保等に

係る協定」及び「運営要綱」の改定 

・平成２９年４月１９日に原子力規制委員会に認可され

た廃止措置計画について鳥取県は、廃止措置の全体計

画と解体工事準備期間（第１段階）の実施に限り了解

し、第１段階の廃止措置の状況を確認した。 

・令和５年８月８日に中国電力から、安全協定第６条に

基づく原子炉本体周辺設備等解体撤去期間（第２段階）

への移行等に係る廃止措置計画変更認可申請に係る事

前報告を受けた。 

・鳥取県は専門家（原子力安全顧問）意見、住民意見、

米子市及び境港市の意見、県議会の意見を聞き、令和

５年１０月１３日に中国電力に８つの条件を付けて、

廃止措置の全体計画及び原子炉本体周辺設備等解体撤

去期間（第２段階）の廃止措置の実施に限り了解する

と回答した。 

・令和５年１２月４日に鳥取県は、島根県との覚書に基

づき、中国電力に回答した内容を意見として島根県に

回答した。 

・島根県から事前了解を得た中国電力は、原子力規制委

員会へ令和５年１２月１１日に原子炉本体周辺設備等

解体撤去期間（第２段階）への移行に係る廃止措置計

画変更認可申請を行い、本県は審査状況について確認

を行った。 

（イ）島根原発２号機への対応（審査状況確認、安全協 

定第６条に基づく事前報告への回答） 

・平成２５年１１月２１日に中国電力から安全協定第６

条に基づく事前報告（設置変更許可申請に係る事前報

告）を受け、平成２５年１２月１７日に最終的な意見

を留保すると回答した。令和３年９月１５日の新規制

基準合格（原子炉設置変更許可）を受け、鳥取県は専

門家（原子力安全顧問）意見、住民意見、米子市及び

境港市の意見、県議会の意見を聞き、令和４年３月２

５日に中国電力に対して７つの条件を付して規制基準

に係る安全対策を進めることについて了解する旨を回

答した。 

・令和４年６月５日の山陰両県知事による協議を経て、

令和４年６月１４日、島根県知事は中国電力へ再稼働

容認を回答した。 

・令和５年度においては、新規制基準に係る設計及び工

事の計画並びに原子炉施設保安規定変更の審査状況を

確認した。設計及び工事の計画は令和５年８月３０日

に認可され、原子炉施設保安規定変更は審査中である。 

・中国電力は令和５年９月１１日に使用前確認申請書を

原子力規制委員会に提出し、原子炉起動を令和６年８

月、営業運転再開を令和６年９月と公表した。 

（ウ）新燃料輸送への対応  

・９月２２日に島根原発２号機の新燃料（９０体）が１

２年ぶりに輸送（トラック５台による陸上輸送）され

た。輸送隊が県内に入る前、県内通過中及び発電所到

着時に輸送状況の連絡を受け、状況を確認した。また、

安全協定第１１条に基づく立入調査を実施し、中国電

力によって行われた放射線測定に立会し、法定基準値

以下であったことを確認した。 

（エ）島根原発３号機への対応（審査状況確認） 

・平成３０年５月２２日に中国電力から安全協定第６条

に基づく事前報告（設置変更許可申請に係る事前報告）

を受け、平成３０年８月６日に最終的な意見を留保す

ると回答した。 

・令和４年度に審査が再開され、令和５年度は引き続き、

審査状況を確認した。 

（エ）島根原子力発電所におけるトラブル 

建物基礎地

盤改良工事

における死

亡事故 

・令和５年１２月２１日に廃棄物処理建物

基礎地盤改良工事に従事していた協力

会社作業員（６３歳）が落下したコンク

リート塊の下敷きとなって死亡する労

働災害が発生した。労働基準監督署及び

警察署による確認等が行われ、当該工事

は一時中断。再発防止対策が確実に実施

されていることを確認できたものから

順次再開。 

島根原発２

号機タービ

ン建物での

焦げ跡確認 

・令和６年１月１６日に２号機タービン建

物でＬＥＤテープライトに焦げ跡が確

認されたが、公設消防により「非火災（火

災ではない）」と判断された。鳥取県は

同日、米子市、境港市と現場の確認及び

事業者への聞き取りを行った（安全協定

第１１条に基づかない現場の確認）。 

 



イ 人形峠センターへの対応 

（ア）使用施設の使用変更許可（新増設計画） 

・人形峠センター は、令和３年１月１５日に原子力規

制委員会へ 使用変更許可を申請し、９月１７日に 使

用変更許可を受けた。１０月１５日の原子力安全顧問

会議により顧問意見を得て、１１月２日に三朝町とと

もに人形峠センターに対して了解する旨を回答した。 

（イ）人形峠センターに関するトラブルへの対応 

廃棄物焼却

施設の燃料

扉の破損 

・令和５年１２月１３日に発生した廃棄物

焼却施設における燃焼炉内の圧力上昇

に伴う燃焼炉扉の破損（非火災）につい

て、県は１２月１５日に現地を確認し

た。現在、原因調査中。 

 

ウ 環境放射線モニタリングの実施 

モニタリン

グシステム

に よ る 測

定・監視 

・固定局や可搬型モニタリングポストによ

る空間放射線量等の連続測定を行い、監

視するとともに、測定結果を県民にホー

ムページで公表した。 

環境試料サ

ンプリング

調査（試料分

析） 

・人形峠センター周辺の平常時の環境放射

線の状況を把握するため、三朝町内で採

取した土壌、樹葉及び農作物の分析を実

施した。 

※試料採取は原子力環境センターが実施。 

※島根原発に関する試料サンプリング調

査は原子力環境センターが実施。 

モニタリン

グ測定機器

の保守点検 

・島根原発及び人形峠センターに係る周辺

環境放射線を測定するために、固定局

（３局）、可搬型モニタリングポスト（２

２基）等の保守管理を行い、設備の適切

な維持に努めた。 

 

エ 環境放射線モニタリングに係る人材育成の実施 

・人材育成を含めた実効性のあるモニタリング体制を整備

するにあたり、令和５年４月から先進的に体制整備を進

めている福井県職員１名を迎え、原子力環境センターに

おいて技術指導とモニタリング体制について助言を受

けた（令和６年度も継続）。 

・環境試料の採取や分析、測定等の実務を中心とした原子

力環境モニタリング業務の実務を身に付けるため、令和

５年４月から本県職員１名を福井県へ派遣している（令

和６年度も継続）。 

オ 原子力専門家（鳥取県原子力安全顧問）への意見聴取 

・環境放射線等モニタリング、原子力防災対策、原子力施

設の安全対策について、技術的観点から幅広い指導や助

言等を得るため、鳥取県原子力安全顧問会議を開催した。 

座長：福山大学名誉教授占部逸正氏他計１７名 

【原子力安全顧問会議等】  

令和５年７月５日 

(顧問会議：ＷＥＢ併

用) 

地域防災計画（原子力災害対策編）、

広域住民避難計画、平常時モニタリン

グ測定計画等について、原子力安全顧

問から意見を聴取した。 

令和５年８月１８日 

(顧問会議：ＷＥＢ) 

島根原発１号機の廃止措置計画変更、

島根原発２号機の設計及び工事の計

画認可の審査状況について、中国電力

から説明を受け、原子力安全顧問から

意見を聴取した。 

令和５年９月１日 

(顧問会議：ＷＥＢ併

用) 

島根原発１号機の廃止措置計画変更

に対する原子力安全顧問の意見をと

りまとめた。 

 

カ 原子力安全対策ＰＴ会議 

・島根原発１号機の廃止措置計画変更に係る中国電力への

回答及び国への要望内容について確認するために、令和

５年１０月７日にＰＴ会議（コアメンバー）を開催した。 

 

キ 国等への要望 

【主な要望項目】 

「原子力防災対策の強化」、「周辺地域を含めた安全

対策」、「汚染水対策」、「高規格幹線道路の早期事業

化」などを国へ要望した。（令和５年１０月１７日）



（消防防災課） 
（１）支え愛マップ作成推進事業 

＜概要＞ 

鳥取県では鳥取県中部地震や平成２９年の豪雪時に人

と人との絆を基調とした住民同士の助け合い、支え合いが

多く行われており、平成２９年度には鳥取県防災及び危機

管理に関する基本条例に「支え愛避難所への支援」を明記

するなど、「災害時支え愛活動」を推進している。 

また、平成 30 年 7 月豪雨や令和元年東日本台風でも地

域の防災力の強化が被害の軽減につながることが明らか

になり、昨今の災害の頻発化もあり、その重要度は年々増

している。 

防災意識が高まっているこの時期を逃すことなく、市町

村及び市町村社会福祉協議会を中心として支え愛マップ

づくりの推進を通じて、災害時の要支援者への支援を確保

するとともに、災害に強い地域づくりを推進する。 

(※)支え愛マップとは、地域住民が主体となって、独居高齢者、要介護者

及び障がい者などの支援を必要とする者、手助けする者、避難先等を記載

した地図のこと。 

＜事業の実施状況＞ 

（１）補助事業 

地域住民が自主的に取り組む支え愛マップづくり（促進

事業）、支え愛マップの更新や避難訓練、見守り活動（ス

テップアップ事業）、住民交流等に対し、支援を行った。 

細事業名 マップづ

くり 

ステップ

アップ 

住民組織

交流 

専門家派

遣 

取組地

区・人数 

２０地区 １７地区 ４地区 ０地区 

０人 

（２）委託事業 

支え愛マップづくりの推進役の育成研修、住民のマップ

づくりへの機運を高めるための地域学習会を鳥取県社会

福祉協議会に委託して実施した。 

ア インストラクター養成研修 ２回８９人（基礎47人、

防災42人） 

イ 啓発研修（地域学習会）  ２市４地区、１１５人参  

加 

 

（２）地域防災リーダー養成・連携促進事業 

＜概要＞ 

鳥取県中部地震の教訓を踏まえ、防災士をはじめとする

地域防災リーダーの養成とスキルアップについて、平成29

年度より県は積極的に取り組んできた。 

併せて、地域や職場の防災を中心に、災害に対する幅広

い正しい地域を習得し、適切な判断を行える防災士の養成

を進めており、県内の防災士登録者数は、令和4年9月時

点で1,487 名（平成29年度末時点697 名）となり、着実

に養成を進めている。 

引き続き、第２期総合戦略に掲げている令和6年度末ま

でに1,800名を養成するという目標に向けた取組を進める

とともに、これまで養成した防災士等が地域で活躍できる

よう研修の実施や近い将来防災士同士の情報交換が行え

るようなネットワーク化を進め、地域の防災リーダーとな

る人材を育成する。 

＜事業の実施状況＞ 

① 防災士養成研修 

日程、場所 

・東部会場：令和５年10月 7日(土)、 8日

(日) とりぎん文化会館 

・中部会場：令和５年 10 月 21 日(土)、22

日(日) 鳥取看護大学・鳥取短期大学 

・西部会場：令和５年11月 4日(土)、 5日

(日) 米子市文化ホール 

実施内容 

2023年度防災士教本の25項目のうち、11項目

を講義形式（事前に履修確認レポート 

提出）により実施。２日目の講義終了後、防

災士資格取得試験を実施。 

研修費用 
13,500円（内訳：受講料6,500円、防災士教

本4,000円、試験受験料3,000円） 

受験者数 
受験者177名（東部50名(再試2名)、中部54

名、西部73名(再試6名)） 

合格者数 
合格者146名（東部42名(再試1名)、中部46

名、西部58名(再試3名)） 

防災士認

証登録者

数 

163名（東部38名、中部44名、西部53名、試

験免除（警察官、消防吏員等）14名、過年度

合格者14名） 

② 地域防災スキルアップ研修 

日程、場所 

 

令和５年７月15日（土）鳥取県立福祉人材研

修センター 

主な対象

者 

 

自治会・自主防災会員、消防団員、防災士な

ど地域における防災活動の担い手となる方

及び防災に関心のある学生等 

参加者数 ８０名 

実施内容 

 

・講演「避難行動要支援者への支援」、「震災

直後の人間心理と行動」 

・演習「避難所運営ゲーム（鳥取県版HUG）」 

・取組紹介「救助資機材取扱訓練」、「支え愛

マップづくりの推進」 

 

（３）消防団支援・連絡調整事業 

＜概要＞ 

消防団は地域防災力の中核を担う組織として求めら

れる役割が多様化しているが、団員数の減少や高齢化が

進行する中、消防団の機能を維持していくため、多様な

人材が消防団に加入できるよう、消防団活動と仕事や家

庭生活両立のための施策を展開する。 



また､消防組織法に基づき､市町村の消防業務が円滑に

行われるよう連絡調整､助言･指導、調査等を行う。 

＜事業の実施状況＞ 

（１）消防団員の確保 

ア 消防団の魅力向上事業 

消防団加入促進を図るため、市町村や消防局の協力も

得て、消防団の概要や現役団員のインタビューを掲載し

たリーフレットを作成して、県内市町村や関係機関に配

布した。 

イ 大学生等を対象とした消防団体験事業 

県内の学生防災サークル「ToCoToN FAST」（鳥取看護

大・鳥取短大）、「鳥大防災Lab.」（鳥取大学）、「mu-TUES」

（公立鳥取環境大学）の活動の支援を行った。 

また、「ToCoToN FAST」や米子工業高等専門学校と地

元消防団との交流により、各学生１名ずつが地元消防団

に加入した。 

ウ 少年消防クラブ育成事業 

（県内の少年消防クラブ数：８クラブ） 

既存クラブへの活動支援を行ったほか、指導者交流

会（東京）へのクラブ指導者派遣を行った。 

（２）消防関係表彰の実施 

消防に関して特に功労が顕著と認められる者等につい

て、以下のとおり表彰を行った。 

・表彰旗：智頭町消防団 

・竿頭綬：日吉津村消防団 

・功労章：５２名、・功績章：９０名 

・緊急時対応表彰：鳥取市消防団佐治地区団、三朝町消

防団、江府町消防団 

・協力事業所表彰：有限会社三朝石油、内外精機工業株

式会社、株式会社新藤 

（３）鳥取県消防ポンプ操法大会の実施 

日程・場

所 

令和５年７月２日（日） 

鳥取県消防学校 屋外訓練場 

出場分団 ポンプ車操法の部：１２隊 

小型ポンプ操法の部：１２隊 

（４）鳥取県消防協会補助金、各種負担金 

各団体が県と協力して行う事業等に対して補助金等を交

付した。 

鳥取県消防

協会補助金 

県と協力して消防活動の振興を図ること

を支援（1,850千円） 

救急振興財

団負担金 

都道府県共同で事業運営費等を負担

（4,600千円） 

緊急消防援

助隊合同訓

練負担金 

徳島県で開催された中･四国ブロックの

訓練経費を負担（600千円） 

（５）鳥取県救急搬送高度化推進協議会及び３地区メディ

カルコントロール協議会 

鳥取県救急搬送高度化推進協議会を開催し、「傷病者の

搬送及び受入れに関する実施基準」及び「鳥取県救急活動

プロトコル」の一部改正を行ったほか、各地区の医師及び

各消防局の救急担当者と専門委員会を開催し、県内の救急

医療体制について協議を行った。 

（６）統計業務 

鳥取県消防防災年報の作成などを行った。 

 

 

（消防学校） 

（１）教育訓練の実施 

＜概要＞ 

消防職員及び消防団員に対して、消防の責務を正しく認

識させるとともに、人格の向上、学術技能の修得、体力の

練成、規律の保持、共同精神のかん養を図り能率的に職務

を遂行できる能力を身につける教育を目指す。 

また、地域の防災力を高めるため、自主防災組織の構成

員等に対する教育を行う。 

＜事業の実施状況＞ 

○消防職員 

・初任職員 

新規採用職員を対象に、従来は初任教育として約６か

月間実施していたが、平成２８年度から初任教育と救急

科を併合し初任総合教育として実施し、約７か月半にわ

たり消防防災業務の基礎的な知識と技術を習得させる

とともに、救急隊員としての必要な知識を習得させた。 

・現任職員 

  現任の消防職員に対して、専科教育、幹部教育、特別

教育として専門性の高い教育を行った。 

○消防団員教育 

  基礎教育、専科教育、幹部教育、特別教育と職務に対

応した教育訓練を行い、地域における防災活動のリーダ

ーとなるよう育成を行った。 

○一般教育 

  一般県民を対象に応急手当を普及するため応急手当

普及員講習を実施した。 

  

 



（消防防災航空センター） 

（１）消防防災ヘリコプター運航費 

＜概要＞ 

消防防災ヘリコプターが持つ高速性・機動性を活用し、

迅速で効果的な救急・救助・消火活動等を行うことにより、

県民の安全・安心を確保する。 

＜事業の実施状況＞ 

①消防防災ヘリコプター「だいせん」（機種：ＡＷ１３９）

の運航 

＜運航体制等＞ 

・運航日（体制）：３６５日体制（ただし、定期点検等による運

航不能期間を除く。） 

※本県防災ヘリが運航不能の場合は、相互応援協定によ

り島根県防災ヘリ等が出動する。 

・運航時間：原則、8:30～17:15（緊急時等 日の出から

日没） 

・運航管理責任者：消防防災航空センター所長 

・消防防災航空隊：各消防局から派遣（隊長１名、副隊長２名、

隊員５名） 

・運航方法：民間運航会社に委託(令和４年４月から二人

操縦士体制に移行） 

②救急救命士の資格を有する隊員の配備（H24年度～） 

現在、３名（東部、中部及び西部消防局から各１名）の

救急救命士の派遣を受けており、初動に救急処理等を行え

る体制を図り、救命率の向上に努めている。 

③中国５県等による防災ヘリ運航不能時相互応援体制の

推進 

島根県と相互応援協定を締結し、本県ヘリが法定検査等

で運航不能となった時には島根県防災ヘリの出動を要請

できるようにしている。また、両県ヘリが同時に運航不能

となることもあるため、中国５県で運航不能時の相互応援

協定を締結しており、中国管内での応援体制を整備してい

る。また、平成３１年４月１日に兵庫県とも同様の応援協

定を締結し、相互の応援体制の充実を図った。 

※相互応援等（緊急消防援助隊の活動含む）の件数（令和

５年）  

・応援件数･･･島根県２件 

・受援件数･･･島根県８件、岡山県７件、兵庫県１件、

広島県１件 

④医師が防災ヘリに同乗する運用の取組（H16年度～） 

県立中央病院、県立厚生病院、鳥取市立病院及び鳥取大

学附属病院と協定を締結し、消防防災ヘリに医師が同乗す

ることができる体制を整備している。さらに、関西広域連

合共同運航のドクターヘリ（兵庫県豊岡病院）とは、医師

が同乗に加え、平成３０年度に医師がホイスト（ワイヤー

による吊り上げ・吊り下げ装置）で現場に投入できる協定

を締結した。更に、令和３年７月に県立中央病院との覚書

を改定したことにより、訓練を行った医師をホイストで現

場に投入できるようになり、早期医療介入を可能とした。 



６－１　自主防災組織の現況
（令和6.4.1現在）

区分

市町村名

鳥取市 82,128 809 81,153 98.8%

米子市 69,413 349 60,863 87.7%

倉吉市 20,499 199 19,565 95.4%

境港市 15,476 51 12,377 80.0%

岩美町 4,499 18 4,435 98.6%

若桜町 1,277 31 1,083 84.8%

智頭町 2,663 78 2,447 91.9%

八頭町 6,077 134 6,059 99.7%

三朝町 2,513 64 2,507 99.8%

湯梨浜町 6,483 71 6,020 92.9%

琴浦町 6,411 154 6,411 100.0%

北栄町 5,490 57 5,188 94.5%

日吉津村 1,288 7 1,288 100.0%

大山町 5,592 159 5,191 92.8%

南部町 3,908 80 3,720 95.2%

伯耆町 3,518 89 3,518 100.0%

日南町 1,857 33 1,857 100.0%

日野町 1,249 51 1,249 100.0%

江府町 995 41 995 100.0%

鳥取県全体
（合計・平均）

241,336 2,475 225,926 93.6%

（注）組織率は、組織されている地域の世帯数を管内世帯数で除したものである。

管内世帯数 組織数
組織されている
地域の世帯数

組織率

令和6年度消防防災震災対策現況調査より



６－２ 鳥取県防災行政無線等の施設 

 

（１）鳥取県防災行政用無線施設（令和６．４．１現在） 

 

 ア 地上系無線局（固定系及び移動系） 

区 分 施設名 施設数 無線局の種別・局数 

統 制 局 鳥取県庁 １ 固定局 １ 

支 部 局 総合事務所 ５ 固定局 ５ 

中 継 局 中継局 ８ 
固定局 

携帯基地局 

８ 

４ 

移 動 局   

陸上移動局 

（うちＭＣＡ局） 

携帯局 

５２ 

（５１） 

４４ 

合   計 県施設 １４ 

（固定通信系） 

固定局 

（移動通信系） 

携帯基地局 

陸上移動局 

携帯局 

 

１４ 

 

４ 

５２ 

４４ 

 

 イ 衛星系無線局 

区 分 施設名 施設数 無線局の種別・局数 

統 制 局 鳥取県庁 １ 地球局 １ 

支 部 局 総合事務所 ５ ＶＳＡＴ地球局 ６ 

端 末 局 

県出先機関 １ ＶＳＡＴ地球局 １ 

市町村 １９ ＶＳＡＴ地球局 １９ 

消防機関 ３ ＶＳＡＴ地球局 ３ 

防災関係機関 １ ＶＳＡＴ地球局 １ 

可 搬 局 可搬局  地球局 １ 

合   計 

県施設 

市町村 

消防機関 

防災関係機関 

７ 

１９ 

３ 

１ 

（固定通信系） 

地球局 

ＶＳＡＴ地球局 

（移動通信系） 

地球局 

 

１ 

３０ 

 

１ 



（２）その他の防災用無線施設（令和６．４．１現在） 

 

 ア 無線局数 

区 分 施設名 施設数 無線局の種別・局数 

水防道路用（無線局） 鳥取県庁 １ 固定局    １ 

（注）消防防災用無線、中央防災無線は、水防道路用無線局の回線を利用している。 

 

 

 イ 水防道路用無線 

鳥 

取 

県 
 県土整備部長 

 県土整備部次長 

 技術企画課 

 道路企画課 

 道路建設課 

 河川課 

 治山砂防課 

 港湾課 

国土交通省無線 

ネットワーク 

 

 

 

 

国土交通省 

鳥取河川国道事務所 

 

 

 

 
  

（注）各都道府県も、本県と同様な回線構成で国土交通省無線ネットワークに編入している。 

 

 

 ウ 消防防災用無線 

鳥 

取 

県 

 危機管理部長 

 危機管理政策課 

 消防防災課 

 危機対策・情報課 

総務省消防庁 

 

 

          各都道府県 

（注）各都道府県も、本県と同様な回線構成で消防庁無線ネットワークに編入している。 

 

 

 エ 中央防災無線（緊急連絡用無線回線） 

鳥 

取 

県 

 知事 

 危機管理部長 

 危機管理政策課 

 消防防災課 

 危機対策・情報課 

 福祉保健課 

中央防災無線 

ネットワーク 

 

水防道路用無線回線を利用 

 

（注）各都道府県も、本県と同様な回線構成で中央防災無線ネットワークに編入している。 



（令和６年４月現在）

★

　

● ◆ ▲ ● ◆ ● ◆ ▲ ◆ ●
　

★

　  

　

　 　

マイクロ多重回線 衛星地球局（県庁統制局）

反射板

mc Access回線 衛星地球局（支部局）

有線

有線回線

衛星地球局（端末局）

◆ テレメーター中継設備の設置場所 ★

● ヘリＴＶ受信基地局の設置場所 衛星可搬局

▲ 130MHz帯航空無線局の設置場所

★ 5GHz帯無線ＬＡＮの設置場所

６－３　鳥  取  県  防  災  行  政  無  線  通  信  系  統  図

通信衛星 （スーパーバードB）

７．５GHｚ

第二鉢伏山
中  継  所 １２GHｚ

鳥　　　　　　　取　　　　　　　県　　　　　　　庁

フ レ ッ ツ 光

鉢  伏  山
中  継  所

空       山
中  継  所

７．５GHｚ

７．５GHｚ

東上

７．５GHｚ

７．５GHｚ ７．５GHｚ

中部総合
事 務 所

１２GHｚ

八頭庁舎東部庁舎

市町村（１９）

航空センター

消防局（３）

７．５GHｚ

日野振興
センター

陸上自衛隊米子

県トラック協会

ｍｃAccess有線

霊  石  山
中  継  所

日　赤　病　院鳥取県消防学校 鳥取空港

鳥取気象台

ＮＨＫ鳥取

西部福祉保健

７．５GHｚ
熊ヶ山

中電鳥取支店

日本海テレビ

ｍｃAccess

米子(美保)空港

山陰放送

ＦＭ山陰

山陰中央テレビ

境海上保安部

厚  生  病  院

７．５GHｚ

鳥 取 情 報 ハ イ ウ ェ イ

日本海ケーブル

鳥取テレトピア

向山

７．５GHｚ

鳥取港湾

中海テレビ

鳥取中央有線

大  学  病  院

有線

７．５GHｚ

城　   　山
中  継  所

古  峠  山
中  継  所

孝  霊  山
中  継  所

西部総合
事  務  所

賀祥ダム
中  継  所７．５GHｚ



　

（R6.4.1.現在）

【陸上移動局、携帯局】                                                                     

種　別 主な移動範囲 備　　考

防災鳥取 ３７ 携帯局 鳥取県全域 防災相互波

防災鳥取 ３８ 携帯局 鳥取県全域 防災相互波

防災鳥取 ９４ 携帯局 鳥取市、岩美郡 防災相互波

防災鳥取 ９５ 携帯局 八頭郡 防災相互波

防災鳥取 ９６ 携帯局 倉吉市、東伯郡 防災相互波

防災鳥取 ９７ 携帯局 米子市、境港市、西伯郡 防災相互波

防災鳥取 ９８ 携帯局 日野郡 防災相互波

防災鳥取 ９９ 携帯局 鳥取県全域 防災相互波

防災鳥取 ２０１ 陸上移動局 米子市 防災相互波

防災鳥取 航空隊２～３ 携帯局 鳥取県全域 防災相互波

防災鳥取 航空隊５～９ 携帯局 鳥取県全域 防災相互波

防災鳥取 航空隊１３～１４ 携帯局 鳥取県全域 防災相互波

防災鳥取 航空隊１７～１８ 携帯局 鳥取県全域 防災相互波

防災鳥取 航空隊３０１～３０３ 携帯局 鳥取県全域 防災相互波

防災鳥取 ヘリ２ 携帯局 鳥取県全域 防災相互波

防災鳥取 ヘリテレ２ 携帯局 鳥取県全域 ヘリテレ波

防災鳥取 ヘリテレ東部 携帯局 鳥取県全域 ヘリテレ波

防災鳥取 ヘリテレ中部 携帯局 鳥取県全域 ヘリテレ波

防災鳥取 ヘリテレ西部 携帯局 鳥取県全域 ヘリテレ波

消防鳥取 航空隊３０１～３０３ 携帯局 鳥取県全域 消防波

消防鳥取 航空隊１０１～１０９ 携帯局 鳥取県全域 消防波

消防鳥取 航空隊２０１～２０４ 携帯局 鳥取県全域 消防波

消防鳥取 ヘリ２ 携帯局 鳥取県全域 消防波

危機管理部（中部消防局）

危機管理部（西部消防局）

消防防災航空センター

消防防災航空センター

消防防災航空センター

消防防災航空センター

消防防災航空センター

消防防災航空センター

消防防災航空センター

消防防災航空センター

消防防災航空センター

危機管理部（消防防災航空センター）

消防防災航空センター

消防防災航空センター

危機管理部（八頭県土整備事務所）

危機管理部（中部県土整備局）

危機管理部（米子県土整備局）

危機管理部（日野県土整備局）

危機管理部

西部総合事務所

呼　出　名　称 所　管　課　所
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危機管理部（厚生病院）

危機管理部（中央病院）

危機管理部（鳥取県土整備事務所）



（令和6.4.1現在）

市町村名
震度観測点名称
（震度発表名称）

管 理 者
県震度情報ＮＷ
システムで監視

備　　　　考

鳥取市吉方 気 象 庁
鳥取市吉成 防災科研 ○
鳥取市国府町宮下 県 ○
鳥取市福部町細川 県 ○
鳥取市河原町渡一木 県 ○
鳥取市用瀬町用瀬 県 ○
鳥取市佐治町加瀬木 県 ○
鳥取市気高町浜村 県 ○
鳥取市鹿野町鹿野 県 ○
鳥取市鹿野町鹿野小学校 防災科研
鳥取市青谷町青谷 県 ○
米子市博労町 気 象 庁
米子市東町 防災科研 ○
米子市淀江町 県 ○
倉吉市岩倉長峯 気 象 庁
倉吉市葵町 防災科研 ○
倉吉市関金町大鳥居 県 ○
境港市東本町 気 象 庁
境港市竹内町 県 ○

岩美町 岩美町浦富 気 象 庁 ○
若桜町 鳥取若桜町若桜 県 ○
智頭町 智頭町智頭 気 象 庁 ○

八頭町郡家 県 ○
八頭町船岡 県 ○
八頭町北山 県 ○

三朝町 三朝町大瀬 県 ○
北栄町土下 県 ○
北栄町由良宿 県 ○
湯梨浜町久留 県 ○
湯梨浜町泊 県 ○
湯梨浜町龍島 県 ○
琴浦町徳万 県 ○
琴浦町赤碕 県 ○
琴浦町赤碕中学校 防災科研

日吉津村 日吉津村日吉津 県 ○
大山町末長 県 ○
大山町御来屋 県 ○
大山町赤坂 県 ○
鳥取南部町法勝寺 県 ○
鳥取南部町天萬 県 ○
伯耆町吉長 県 ○
伯耆町溝口 県 ○
日南町霞 県 ○
日南町生山 防災科研

日野町 鳥取日野町根雨 県 ○
江府町江尾 県 ○
江府町上之段広場 防災科研

県 ３４ ３４
気 象 庁 ６ ２
防災科研 ７ ４

全　体 ４７ ４０
 注 (1)気象庁の震度発表対象となっている観測点について記載
     (2)防災科研：国立研究開発法人 防災科学技術研究所

合　計

湯梨浜町

琴浦町

大山町

南部町

伯耆町

日南町

江府町

北栄町
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鳥取市

米子市

倉吉市

境港市

八頭町


